
第72回
定時株主総会
招集ご通知

株主様へのお願い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状
況を踏まえ、株主様の安全確保及び感染拡
大防止のために、本年の株主総会へのご出
席は極力お控えいただき、書面（郵送）に
より議決権を行使くださいますようお願い
申しあげます。
これに伴い、今回は、株主総会にご出席の
株主様にお配りしておりましたお土産は中
止させていただきます。何卒ご理解賜りま
すようお願い申しあげます。
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第72回定時株主総会招集ご通知
【添付書類】
事業報告
計算書類
監査報告書

【日時】
2020年5月27日（水曜日）午前10時
　 （受付開始 午前９時30分）
【場所】
大阪市淀川区西中島五丁目５番15号
新大阪ワシントンホテルプラザ ２階 若竹の間

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役３名選任の件
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
第４号議案 退 任 取 締 役 に 対 し

退職慰労金贈呈の件
第５号議案 役 員 賞 与 支 給 の 件
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証券コード5900
2020年5月11日

株 主 各 位
大阪市淀川区新高二丁目７番13号

　

　

代表取締役社長 藤 岡 洋 一
　

第72回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第72回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
当日のご出席に代えて、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数

ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示いただき、2020年5月26日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送いただき
たくお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2020年5月27日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
2. 場 所 大阪市淀川区西中島五丁目５番15号

新大阪ワシントンホテルプラザ ２階 若竹の間
（末尾記載の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）
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3. 目 的 事 項
報告事項 第72期（2019年3月１日から2020年2月29日まで）事業報告及び計算

書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役３名選任の件
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第５号議案 役員賞与支給の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願
い申しあげます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.daiken.ne.jp）に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症への対応について
＜株主様へのお願い＞
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、株主様の安全確保及び感染拡大防
止のために、本年の株主総会へのご出席は極力お控えいただき、書面（郵送）により議決
権を行使くださいますようお願い申しあげます。これに伴い、今回は、株主総会にご出席
の株主様にお配りしておりましたお土産は中止させていただきます。
・株主総会にご出席されます株主様は、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調を
お確かめのうえ、マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただき、ご来場賜りますよう
お願い申しあげます。
＜当社の対応について＞
・株主総会会場において、当社役員及び運営スタッフもマスクを着用させていただく予定で
すので、ご理解賜りますようお願い申しあげます。

今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社
ウェブサイト（https://www.daiken.ne.jp）においてお知らせいたします。
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【添付書類】
　

事 業 報 告
　

（2019
2020

年
年
３
２
月
月
１
29
日から
日まで）

　
1. 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、東京オリンピック・パラリンピック関連工事及び企
業の設備投資関連の需要や雇用・所得環境の改善により消費が底堅く推移する中で、比較
的堅調に推移いたしました。
しかしながら、職人不足による工期遅延や消費税増税前の駆け込み需要の反動、米中貿

易摩擦問題による景気動向の影響により、経済の先行きは不透明な状況となりました。
当社が属する建築金物業界では、前事業年度に比べて新設住宅着工戸数は減少してお

り、店舗、工場の着工も減少しました。また、消費税増税の駆け込み需要に伴う耐久財需
要の反動減や台風等の自然災害による工期延長など、厳しい経営環境となりました。
このような中、時代のニーズに応えるべく、ホームページの充実を進め、稼働中の見積
もり支援システム「みつもりダイちゃん」の対応製品を拡充するとともに、ＡＲ（拡張現
実）技術を利用した製品設置イメージシミュレーションを公開いたしました。
また、１月にＬＩＮＥ公式アカウントを開設し、幅広い媒体による情報発信に取組んで

まいりました。
建築関連製品事業では、自社製品の販路のすそ野を広げるため、ハンガーレールを建築
金物市場以外の分野へ用途提案していくなど、製品の利用用途拡大を図り、機械工具ルー
ト及び大手メーカーへ直接ＰＲを行うなどの活動を積極的に展開いたしました。
一方で、集合住宅の着工減の影響や消費税増税の駆け込み需要の反動減などからエクス
テリア関連製品における需要が低迷いたしました。
以上の結果、当事業年度の売上高につきましては、前事業年度比1.0％減の10,690百万
円となりました。利益面では、内製化による原価低減や一部製品において運賃等をお客様
にご負担いただくことや販売価格の見直しに努めることにより、営業利益は前事業年度比
59.5％増の402百万円、経常利益は前事業年度比56.3％増の421百万円となりました。
当期純利益は前事業年度に比べ59.8％増の282百万円となり、自己資本利益率は前事業
年度比0.8ポイント増の2.3％となりました。
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品目別の売上状況については、次のとおりであります。
（単位：千円）

分 類 金 額 構成比 主 要 製 品 名

建 築 金 物 4,083,218 38.2％ ドアハンガー、クローザーシステム
点検口、ピット、グレーチング

外 装 用 建 材 1,966,140 18.4％ 金属製笠木、アルミ庇
建 材 6,049,359 56.6％ ───
エ ク ス テ リ ア 3,614,209 33.8％ 物置、ごみ収集庫、自転車置場
そ の 他 859,855 8.0％ セキュリティ関連、施工
小 計 10,523,424 98.4％ ───

不 動 産 事 業 収 入 167,372 1.6％ 不動産賃貸
合 計 10,690,796 100.0％

　
（2）設備投資等の状況

当事業年度の設備投資の総額は、164百万円であります。その主なものは、建築関連製品
の工場建物、生産用機械及び金型であります。

　
（3）資金調達の状況

当事業年度中に新たな増資、社債発行などによる資金調達は実施しておりません。
　
（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。
　
（5）他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
　
（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。
　
（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。
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（8）対処すべき課題
次期におけるわが国経済は、現在世界的な広がりをみせている新型コロナウイルス感染症

による影響から、その見通しを立てにくく、政府による追加の経済対策等を勘案しまして
も、当社の経営環境は不透明な状況が続くものと予測されます。
建築関連製品事業におきましては、新設住宅着工戸数は緩やかな減少傾向が続くものと思
われ、建築金物業界だけでなく、新たな市場を開発していくことを重要戦略と捉え、取り組
んでまいります。また、これらの環境の変化を受けて、サプライチェーンや海外への輸出販
売の再構築が喫緊の課題となっております。
当社におきましては、市場に対して価値を提案できる製品の開発に努めるとともに、設計

段階での部材選定、生産工程の検討情報を共有化し、生産効率の向上を図ってまいります。
また、お客様のニーズに対してより柔軟に対応していくため、販売形態の拡大に取り組むと
ともに、引き続き、製造原価及び物流コストの圧縮を進め、販売予測精度の向上を図ること
により、営業効率を高めていくことに努めてまいります。
また、不動産賃貸事業におきましては、少子高齢化の進む中で単身者世帯のニーズをとら
えて、高い水準にて入居率を確保、維持していくことが課題となります。
当社といたしましては、所有物件周辺の単身者世帯のニーズを反映した効率的な改修、設

備投資などの対応を進めるほか、お客様へ宅配ボックスやトランクルーム等の自社製品を活
用した付随設備を利用して、入居率の向上を図ってまいります。
これらの対応に加えて、災害などが生じた際にも機能を失わない、お客様へ価値を提供し
続けることができる組織の構築に努め、お客様に必要とされる企業として、ステークホルダ
ーや社会の期待に応えていく企業として成長、発展に努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解をいただき、ご支援ご鞭撻を賜りま
すようお願い申しあげます。
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（9）財産及び損益の状況の推移 （単位：千円）
　

期 別
区 分

第69期
（2017年２月期）

第70期
（2018年２月期）

第71期
（2019年２月期）

第72期（当期）
（2020年２月期）

売 上 高 10,403,694 10,674,050 10,797,194 10,690,796
経 常 利 益 488,991 400,430 269,562 421,223
当 期 純 利 益 312,902 266,895 176,605 282,247
１株当たり当期純利益 53円28銭 45円45銭 30円07銭 48円06銭
総 資 産 15,023,326 15,196,970 15,115,935 15,226,558
純 資 産 11,832,944 12,058,944 12,102,357 12,223,924

　

（注）１ １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を除く。）に基づき算
出し、銭未満を四捨五入して表示しております。

２ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月
16日）等を当事業年度の期首から適用しており、第71期(2019年２月期)に係る総
資産の額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

　
（10）重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。
　
（11）主要な事業内容

当社は、建築金物、外装用建材、エクステリア製品等の製造、販売を行っており、また、
製品の取付け工事を行っております。更に、不動産賃貸事業を営んでおります。

　
（12）主要な営業所及び工場

本 社 大阪市淀川区新高二丁目７番13号
　

支店・営業所
　

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
札 幌 支 店 札 幌 市 清 田 区 千 葉 営 業 所 千 葉 県 佐 倉 市
東 京 支 店 東 京 都 墨 田 区 西 関 東 営 業 所 東 京 都 町 田 市
名 古 屋 支 店 愛 知 県 一 宮 市 静 岡 営 業 所 静 岡 市 駿 河 区
大 阪 支 店 大 阪 市 淀 川 区 岡 山 営 業 所 岡 山 市 東 区
盛 岡 営 業 所 岩 手 県 盛 岡 市 広 島 営 業 所 広 島 市 中 区
仙 台 営 業 所 仙台市宮城野区 福 岡 営 業 所 福 岡 市 博 多 区
埼 玉 営 業 所 さいたま市北区
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工 場
　

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
室 蘭 工 場 北 海 道 室 蘭 市 兵 庫 工 場 兵 庫 県 加 西 市
成 田 工 場 千 葉 県 富 里 市 岡 山 工 場 岡 山 市 東 区
千 葉 工 場 千 葉 県 佐 倉 市 津 山 工 場 岡 山 県 津 山 市
十 三 工 場 大 阪 市 淀 川 区

　
（13）従業員の状況
　

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
男 性 263名 ５名減 42.1歳 16年９月
女 性 47名 ― 41.6歳 13年２月
合計または平均 310名 ５名減 42.0歳 16年４月

　

（注） 従業員数には、臨時従業員及び嘱託社員（計59名）は含んでおりません。
　
（14）主要な借入先

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 21,000,000株

（2）発行済株式の総数 5,970,480株（うち自己株式97,994株)

（3）株 主 数 1,046名（前期末比99名減）
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（4）大 株 主
　

株 主 名 持 株 数 持株比率
藤 岡 洋 一 1,115,200株 19.0％
ダ イ ケ ン 取 引 先 持 株 会 485,100株 8.3％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 373,300株 6.4％
藤 岡 秀 一 287,385株 4.9％
株 式 会 社 り そ な 銀 行 243,000株 4.1％
藤 岡 純 一 237,000株 4.0％
押 木 信 吉 202,350株 3.4％
ダ イ ケ ン 従 業 員 持 株 会 193,811株 3.3％
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 185,000株 3.2％
粂 井 孝 子 154,700株 2.6％

　

（注） 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第２位を四捨五入して表示しておりま
す。

　
（5）その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
　
3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

　

（2020年２月29日現在）
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 藤 岡 洋 一
常 務 取 締 役 北 川 淳 二 製造管理部長
取 締 役 田 淵 敦 司 経理部長
取 締 役 北 脇 昭 総務部長
取 締 役 小 野 雅 行 営業本部長
取 締 役 有 田 真 紀 公認会計士・税理士有田事務所所長

日本ＰＣサービス株式会社社外取締役
株式会社栗本鐵工所社外監査役

常 勤 監 査 役 小 林 勉
監 査 役 森 住 曜 二 森住曜二公認会計士事務所所長

株式会社グラッドキューブ社外取締役
元気寿司株式会社社外取締役

監 査 役 荒 井 憲 一 郎 荒井公認会計士事務所所長
　

（注）１ 当事業年度中の取締役及び監査役の異動
2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって、松井浩治氏は任期
満了により取締役を退任いたしました。
2019年５月23日開催の第71回定時株主総会において、新たに小野雅行氏が取締役
に選任され、就任いたしました。
2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって、小畑芳三氏は任期
満了により監査役を退任いたしました。
2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって、橋田光正氏は監査
役を辞任いたしました。
2019年５月23日開催の第71回定時株主総会において、新たに小林勉氏及び荒井憲
一郎氏が監査役に選任され、就任いたしました。

２ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
３ 監査役森住曜二氏及び監査役荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
４ 取締役有田真紀氏、監査役森住曜二氏及び監査役荒井憲一郎氏は、株式会社東京証
券取引所の定めに基づく独立役員であります。

５ 常勤監査役小林勉氏は、株式会社りそな銀行に長年在籍し、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有しております。

６ 監査役森住曜二氏及び監査役荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関
する相当程度の知見を有しております。
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（ご参考） 当事業年度末における執行役員は次のとおりであります。
　

氏 名 担当地位
岡 森 正 寛 執行役員 製造管理部 部長
久 野 義 浩 執行役員 開発部長
中 野 達 執行役員 貿易部長
白 岩 和 哉 執行役員 営業本部 副本部長
早 野 善 裕 執行役員 十三工場長
富 澤 直 之 執行役員 成田工場長

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項及び定款第26条、第34条の規定により、社外取締役及び
各社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

　
（3）取締役及び監査役の報酬等の額

　

区 分 人 数 支 給 額
取 締 役 ７名 106,805千円
（う ち 社 外 取 締 役） （１名） （3,180千円）
監 査 役 ５名 15,800千円
（う ち 社 外 監 査 役） （３名） （3,300千円）

計 12名 122,605千円
　

（注）１ 1996年５月29日の株主総会の決議による取締役の報酬限度額（ただし、使用人兼
務取締役の使用人分給与相当額は含まず）は年額200,000千円、及び監査役の報酬
限度額は年額50,000千円であります。

２ 上記の取締役及び監査役の人数及び支給額には、2019年５月23日開催の第71回定
時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名及び監査役２名（うち社外監査
役１名）を含んでおります。

３ 支給額には、当事業年度中に役員賞与引当金繰入額として費用処理した12,000千円
（取締役10,600千円、監査役1,400千円）及び役員退職慰労引当金繰入額として費
用処理した10,075千円（取締役8,875千円、監査役1,200千円）が含まれておりま
す。
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４ 上記のほかに、次の支払いがあります。
① 2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
１名及び監査役１名に対する役員退職慰労金
退任取締役の役員退職慰労金 20,848千円
退任監査役の役員退職慰労金 14,723千円

（注）上記金額には、当事業年度及び過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金繰
入額として、取締役20,400千円、監査役14,400千円が含まれております。

② 使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額
31,350千円

　
（4）社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係
兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
②当事業年度における主な活動状況

　

区 分 氏 名 主な活動状況

取締役 有 田 真 紀 当事業年度開催の取締役会には14回中13回に出席しました。社外での
経験や専門性を活かし、議案の審議に必要な発言を行っております。

監査役 森 住 曜 二
当事業年度開催の取締役会には14回中14回出席し、また監査役会には
13回中12回出席しました。主に公認会計士としての専門的な見地から、
必要に応じ、経営上有用な指摘、意見を行っております。

監査役 荒 井 憲 一 郎
社外監査役就任後開催の取締役会には10回中10回出席し、また監査役

会には10回中10回出席しました。主に公認会計士としての専門的な見地
から、必要に応じ、経営上有用な指摘、意見を行っております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人
　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額20,000千円
（注）１ 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報

酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ
で、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するた
めに本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬
等の額について同意しております。

２ 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取
引法に基づく監査の額を区分しておりませんので、上記の金額にはこれらの合計
額を記載しております。

　
（3）非監査業務の内容

該当する事項はありません。
　
（4）責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項及び定款
第38条の規定により、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。

　
（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した
場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づ
き当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、監査役会は、会計監査
人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがな
いと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業
務の適正を確保するための体制について、取締役会で決議した内容の概要は次のとおりであり
ます。
（1）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、コンプライアンス体制の根幹となる行動指針を定め、取締役が、率先して研修
等へ参加することを通じて、コンプライアンスの意識向上に努めるとともに、すべての役
職員が事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンス規程に従い実践するよう周知
徹底します。
② 内部監査室は、総務部と連携のうえコンプライアンスの状況を監視するとともに、随時
取締役会に報告します。
③ 当社は、コンプライアンスに係る問題等を発見した場合の報告ルールを定めるととも
に、通常の報告ルートの他に公益通報制度を設け、その利用につき役職員に周知し運営し
ます。

　
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基
づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書に記録し、法令及び社内規程に
基づき、定められた期間保存します。また、取締役及び監査役はそれらの文書を随時閲覧で
きるものとします。

　
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

全社的なリスク状況への対応については、別途定められた「危機管理規程」に基づき各部
門への浸透を図ります。各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行い、各事業
部門の長は、定期的にリスク管理の状況を担当取締役及び取締役会に報告し、取締役会にお
いて、改善策を審議・決定します。

　
（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は目標の明確な付与等を通じて市場競争力の強化を図るために、年度予算を策定
し、それに基づく業績管理を行うとともに、別途定める社内規程に基づく、職務権限及び意
思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとるものとします。
また、取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任するものとします。
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（5）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社及び子会社等と重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要事実に
ついて相互に情報確認を行い、適切なリスク管理に努めます。
また、当社と子会社等との間における取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に

照らし適切に管理するとともに、不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査室
は監査役及び監査契約を締結した監査人と十分な情報交換を行うものとします。
当社は、子会社に関する業績状況、決算状況などの報告について、定期的・継続的に子会
社の取締役または従業員から当社取締役会へ報告するものとします。なお、監査役は取締役
会と連携し報告を共有するものとします。
当社の監査役は、監査役会において定めた監査役監査基準に従い、子会社の業務及び財産
の状況を調査することができるものとし、子会社の取締役または従業員から直接報告を受け
ることができるものとします。

　
（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より
監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮
命令を受けないものとします。
また、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事
については、あらかじめ監査役の同意を必要とします。

　
（7）取締役・使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、部
門長会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な
文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にその説明を求めるものとします。
取締役または従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社等の財務及
び事業に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報による通報状況及びそ
の内容をすみやかに報告する体制を整備し、報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期
等）については、取締役と監査役の協議により決定します。
また、監査役に対し当該通報及び報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない
ものとします。
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（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定します。
② 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助
言を受け、会計監査業務については、監査契約を締結した監査人に意見を求めるなど必要
な連携を図ります。
③ 監査役の職務執行に関して生じる費用については、会社の経費予算の範囲内において、
所定の手続きにより会社が負担します。

　
（9）財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有
効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行います。また、その仕組みが適正に
機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うものとします。

　
（10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを「行
動指針」に定め、基本方針とします。また、必要に応じて警察、顧問弁護士などの外部の専
門機関と連携し的確に対応します。

　

7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
経営環境の変化に応じて、社内規程の制定並びに改定を行い、取締役が法令並びに定款に
則って行動するよう企業行動基準の周知活動を行うとともに、取締役会において内部統制監
査に基づく報告を定期的に行っております。なお、取締役会は毎月１回開催しており、当事
業年度におきまして14回開催されております。
社外監査役を含む監査役は、監査計画に基づいた監査の他、取締役会への出席や、代表取

締役、会計監査人並びに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行い、取締役の職務執行
の監査、内部統制の運用状況を確認しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額及び比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2020年２月29日現在）

（単位：千円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
製 品
原 材 料
仕 掛 品
貯 蔵 品
そ の 他 の 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他 の 投 資
貸 倒 引 当 金

9,881,645
4,160,042
588,860
1,791,152
1,771,363
12,582
755,039
427,893
299,174
34,819
41,238
△522

5,344,913
4,364,481
1,673,991
18,755
490,614
4,982

147,834
2,028,303
53,344
50,354
1,696
1,293

927,086
624,100
20,000
199,135
18,898
71,601
△6,650

流 動 負 債
支 払 手 形
電 子 記 録 債 務
買 掛 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
そ の 他 の 流 動 負 債
固 定 負 債
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
そ の 他 の 固 定 負 債

2,786,541
139,434
1,387,791
464,232
143,835
159,206
138,019
176,555
12,000
165,465
216,092
106,275
109,817

負 債 合 計 3,002,633
純 資 産 の 部

株 主 資 本 12,014,070
資 本 金 481,524
資 本 剰 余 金 250,398
資 本 準 備 金 249,802
そ の 他 資 本 剰 余 金 596
利 益 剰 余 金 11,338,245
利 益 準 備 金 120,381
そ の 他 利 益 剰 余 金 11,217,864
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 144
別 途 積 立 金 7,500,000
繰 越 利 益 剰 余 金 3,717,719

自 己 株 式 △56,097
評 価・換算差額等 209,854
その他有価証券評価差額金 209,854
純 資 産 合 計 12,223,924

資 産 合 計 15,226,558 負 債 及 び 純 資 産 合 計 15,226,558
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損 益 計 算 書
　

（2019
2020

年
年
３
２
月
月
１
29
日から
日まで）

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高 10,690,796
売 上 原 価 7,286,384
売 上 総 利 益 3,404,411

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,002,223
営 業 利 益 402,188

営 業 外 収 益 44,439
受 取 利 息 及 び 配 当 金 26,171
仕 入 割 引 3,954
受 取 地 代 家 賃 4,892
そ の 他 の 営 業 外 収 益 9,421
営 業 外 費 用 25,404
支 払 利 息 3
売 上 割 引 23,592
そ の 他 の 営 業 外 費 用 1,808
経 常 利 益 421,223
税 引 前 当 期 純 利 益 421,223

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 135,325
法 人 税 等 調 整 額 3,650
当 期 純 利 益 282,247
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株主資本等変動計算書
　

（2019
2020

年
年
３
２
月
月
１
29
日から
日まで）

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
固 定 資 産
圧縮積立金 別途積立金

2019年３月１日残高 481,524 249,802 596 250,398 120,381 357 7,500,000
当 期 変 動 額
自 己 株 式 の 取 得
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
固定資産圧縮積立金の取崩 △213
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― △213 ―
2020年２月29日残高 481,524 249,802 596 250,398 120,381 144 7,500,000
　

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2019年３月１日残高 3,523,346 11,144,085 △56,050 11,819,957 282,399 282,399 12,102,357
当 期 変 動 額
自 己 株 式 の 取 得 △46 △46 △46
剰 余 金 の 配 当 △88,088 △88,088 △88,088 △88,088
当 期 純 利 益 282,247 282,247 282,247 282,247
固定資産圧縮積立金の取崩 213 ― ― ―
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △72,545 △72,545 △72,545

当 期 変 動 額 合 計 194,372 194,159 △46 194,113 △72,545 △72,545 121,567
2020年２月29日残高 3,717,719 11,338,245 △56,097 12,014,070 209,854 209,854 12,223,924
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個 別 注 記 表
1. 重要な会計方針に関する注記
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子 会 社 株 式 移動平均法による原価法
② その他有価証券
（a）時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

（b）時価のないもの 移動平均法による原価法
（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 15～50年
機械及び装置 10年

② 無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法

（4）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
（5）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

② 賞 与 引 当 金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に備えるため、当期末における支給見込額を計上しており

ます。
④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま
す。
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（6）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更
たな卸資産の評価方法につきまして、従来、先入先出法による原価法を採用しておりました
が、当事業年度期首より、総平均法による原価法に変更しております。
これは、為替相場や原材料価格など製造原価の変動を平準化させることで、より適切なたな
卸資産の評価及び期間損益計算を可能にするとの判断による変更であります。
当該変更は、経営環境の変化に対応し、効率的な生産体制の構築及び原価管理の強化による
利益向上という経営方針の決定を機に行っております。
過去の事業年度におけるこの会計方針の変更の影響額は軽微であるため、遡及適用は行って
おりません。そのため、前事業年度末の商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品の帳簿価額を
当事業年度の期首残高として、2019年３月１日から将来にわたり総平均法による原価法を適
用しております。

3. 表示方法の変更
（貸借対照表）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）

に伴う「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30
年３月26日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表
示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

4. 貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 7,864,966千円
（2）運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額の総額 3,050,000千円
借入実行残高 ―
差引額 3,050,000千円

（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 8,883千円
短期金銭債務 ―
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(4) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を持って決済処理しております。な
お、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に
含まれております。
受取手形 45,502千円
電子記録債権 62,500千円

5. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 93,373千円
営業取引以外の取引による取引高
業務管理手数料等 7,384千円

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式の数
株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末
普通株式 5,970,480株 ― ― 5,970,480株

　

（2）当事業年度の末日における自己株式の数
株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末
普通株式 97,932株 62株 ― 97,994株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加62株であります。

（3）新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

（4）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当金の
総 額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2019年５月23日
定時株主総会 普通株式 88,088千円 15円00銭 2019年

２月28日
2019年
５月24日
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（5）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の
種 類

配当の
原 資

配当金の
総 額

１株当たり
配 当 額 基準日 効 力

発生日
2020年５月27日
定時株主総会 普通株式 繰越利益

剰余金 88,087千円 15円00銭 2020年
２月29日

2020年
５月28日

7. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 54,025千円
未払事業税等 11,596千円
役員退職慰労引当金 32,520千円
減損損失 27,548千円
その他 45,710千円
小 計 171,401千円
評価性引当額 △61,507千円
合 計 109,893千円

　 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △90,926千円
固定資産圧縮積立金 △68千円
合 計 △90,995千円

繰延税金資産の純額 18,898千円
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8. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取り組み方針
当社は、資金運用については余資を短期の定期性預金等安全性の高い金融資産で運用し
ております。また、資金調達については自己資金又は銀行借入で賄う方針であります。な
お、デリバティブ取引については、現在利用しておりません。
② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されてお
ります。また、その一部の外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりま
す。投資有価証券は、主として取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変
動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日で
あります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変
動リスクに晒されております。借入金は、主に運転資金に必要な資金の調達を目的とした
ものであります。これらは、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております
が、短期の支払期日のみであります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
（a）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

取引先与信限度規程に従い、営業債権について、営業本部が主要な取引先の状況を定
期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等
の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

（b）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
外貨建て債権・債務については、定期的に為替相場等を把握しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握
し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

（c）資金調達に係るリスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、

手元流動性を売上高の３ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理し
ております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
⑤ 信用リスクの集中
当事業年度末日における営業債権のうち25.9％が特定の大口顧客に対するものであり
ます。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません（（注２）を参照ください）。

貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

（1）現金及び預金 4,160,042 4,160,042 ―
（2）受取手形 588,860 588,860 ―
（3）電子記録債権 1,791,152 1,791,152 ―
（4）売掛金 1,771,363 1,771,363 ―
（5）投資有価証券 615,513 615,513 ―

資 産 計 8,926,933 8,926,933 ―
（1）支払手形 139,434 139,434 ―
（2）電子記録債務 1,387,791 1,387,791 ―
（3）買掛金 464,232 464,232 ―

負 債 計 1,991,458 1,991,458 ―
（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産
（1）現金及び預金、（2）受取手形、（3）電子記録債権及び（4）売掛金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

（5）投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
その他投資有価証券における種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額は次のと

おりであります。
表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理
の対象となったものはありません。

　

種類 取 得 原 価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差 額
（千円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 278,420 587,640 309,219
小計 278,420 587,640 309,219

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 36,311 27,872 △8,439
小計 36,311 27,872 △8,439

合 計 314,732 615,513 300,780
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負 債
（1）支払手形、（2）電子記録債務及び（3）買掛金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区 分 貸借対照表計上額（千円）

非 上 場 株 式 8,587
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）

投資有価証券」には含めておりません。
（注３） 金銭債権の当事業年度末日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預 金 4,156,099 ― ― ―
受 取 手 形 588,860 ― ― ―
電 子 記 録 債 権 1,791,152 ― ― ―
売 掛 金 1,771,363 ― ― ―

9. 賃貸等不動産に関する注記
当社では、大阪府その他の地域において、賃貸用のマンション等（土地を含む）を有してお
ります。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は94,117千円（賃貸収益は
売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。
賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに当事業年度末にお
ける時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

貸借対照表計上額（千円） 当 事 業 年 度 末 に
おける時価（千円）当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

613,215 △14,981 598,234 1,144,000
（注）１ 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２ 主な変動
減少は、減価償却費14,981千円であります。

３ 時価の算定方法
主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいた金額（指標等を用
いて調整を行ったものを含む）であります。その他の物件については、一定の評価額や適切に市場
価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であります。
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10. 関連当事者との取引に関する注記
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

11. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 2,081円56銭
（2）１株当たり当期純利益 48円06銭

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

13. その他の注記
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
２０２０年４月２３日

株式会社ダイケン
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 正 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 秀 男 ㊞

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ダイケンの２０１９年３月
１日から２０２０年２月２９日までの第７２期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属
明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監
査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明
細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効
性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上

2020年04月21日 16時26分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類― 28 ―

監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
当監査役会は、2019年3月1日から2020年2月29日までの第72期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

（2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしまし
た。
2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 2020年4月24日
株式会社ダイケン 監査役会 　
常勤監査役 小 林 勉 ㊞
社外監査役 森 住 曜 二 ㊞
社外監査役 荒 井 憲一郎 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
　

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営における重要政策の一つであると考えて
おり、長期に株式を保有していただく株主の皆様のご期待にお応えするため、業績に連
動した配当を行うこととし、当期純利益（通期）の25％以上の配当性向を目標といた
しております。
期末配当につきましては、上記方針に基づき、当期業績の傾向及び今後の事業環境を

勘案し、1株当たり15円といたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は88,087,290円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年５月28日

2020年04月21日 16時26分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類― 30 ―

第２号議案 取締役３名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役藤岡洋一氏、北川淳二氏、北脇 昭氏の３名
が任期満了となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いするものでありま
す。
取締役候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

１ 藤 岡 洋 一
ふじ おか よう いち

（1964年７月６日生）

1992年１月 当社入社
1994年５月 当社取締役営業本部部長
1996年５月 当社常務取締役営業本部副本部

長
1998年４月 当社常務取締役営業本部長
1998年５月 当社取締役副社長営業本部長
2007年５月 当社代表取締役社長（現任）

1,115,200株

２ 北
きた
脇
わき

昭
あきら

（1959年５月26日生）

1982年３月 日本伝導精機株式会社（現株式
会社日伝）入社

1987年２月 当社入社
1997年３月 当社総務部課長
2006年５月 当社執行役員総務部長
2012年５月 当社取締役総務部長（現任）

8,215株

３
岡
おかもり
森 正 寛

しょうかん

（1961年３月２日生）
新任

1983年４月 当社入社
2001年８月 当社兵庫工場資材課課長代理
2011年３月 当社兵庫工場長
2012年３月 当社執行役員兵庫工場長
2018年９月 当社執行役員製造管理部部長兼

兵庫工場長
2019年３月 当社執行役員製造管理部部長
2020年３月 当社執行役員製造管理部長

（現任）

8,258株

　

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．所有する当社株式の数には、ダイケン役員持株会及びダイケン従業員持株会におけ
る持分を含めた実質持株数を記載しております。
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第３号議案 補欠監査役２名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役２名
の選任をお願いするものであります。
補欠監査役の候補者は次のとおりであり、西尾富次氏は監査役小林勉氏の補欠とし
て、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠としての候補者であり
ます。
なお、あらかじめ選任された補欠監査役の選任の効力は、次期定時株主総会が開催さ
れるまでの間となります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

１ 西 尾 富 次
にし お とみ じ

（1963年３月16日生）

1990年10月 当社入社
2005年３月 当社情報システム 課長代理
2014年３月 当社情報システム 課長
2020年３月 当社総務部 次長（現任）

―

２ 髙
たか
橋
はし
一
かず
夫
お

（1953年４月３日生）

1972年４月 大阪国税局入局
2010年７月 東山税務署 署長
2012年７月 東淀川税務署 署長
2014年７月 髙橋一夫税理士事務所 所長

（現任）

―

　

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．上記の候補者のうち、髙橋一夫氏は補欠の社外監査役候補者であります。
３．補欠の社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
（1）社外監査役候補者の選任理由及び独立性
①髙橋一夫氏は、税務署長を歴任され、また税理士として税務及び会計に関し豊富
な知見及び高い見識を有され、就任された場合はそれらを当社監査体制の強化に
活かしていただくことが期待できるため、補欠の社外監査役として選任をお願い
するものであります。なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、
上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと考
えております。
②同氏は、過去５年間に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役
員となったことはありません。
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③同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役
としての報酬を除きます。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこ
ともありません。
④同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員の配偶者、
三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
⑤同氏が原案どおり選任され、就任された場合は、株式会社東京証券取引所の定め
に基づく独立役員として、届出る予定であります。

（2）補欠の社外監査役との責任限定契約
補欠の社外監査役候補者が選任され、社外監査役に就任された場合には、会社法

第427条第１項及び定款第34条の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、法令が規定する額といたします。
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第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任される北川淳二氏に対し、その在任中
の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈
呈したいと存じます。
その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じま
す。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

北
きた

川
がわ

淳
じゅん

二
じ 2012年５月 当社取締役

2018年５月 当社常務取締役（現任）

第５号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の社外取締役１名を除く取締役５名及び社外監査役２名を除く監査役１名
に対し、当期の業績を勘案して、役員賞与総額12,000千円（取締役分10,600千円、監
査役分1,400千円）を支給することといたしたいと存じます。
なお、各取締役及び監査役に対する金額につきましては、取締役については取締役会
に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

以 上
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〈メ モ 欄〉

2020年04月21日 16時26分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



・今回は、株主総会にご出席の株主様にお配りしておりましたお土産は中止させ
ていただきます。
・株主総会にご出席の株主様は、新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身
の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただき、
ご来場賜りますようお願い申しあげます。
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ＪＲ新大阪駅
表玄関

ＪＲ新大阪
駅

新大阪
ワシントンホテルプラザ

株主総会会場ご案内略図
　

場 所 大阪市淀川区西中島五丁目５番15号
新大阪ワシントンホテルプラザ ２階 若竹の間

最寄の交通機関
● 徒歩 ＪＲ新大阪駅正面口から………………徒歩約３分

地下鉄新大阪駅７番出口から…………徒歩約３分
── お願い ──
駐車場のご用意がございませんので、ご了承のほどお願い申しあげます。
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